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     令和６年度の概算負担金に係る地方公務員災害補償基金定款  

     第１７条の３第１項に規定する理事長が定める率について（通知） 

 

 

 令和６年度の概算負担金に係る地方公務員災害補償基金定款（昭和４２年自治許第

５９１号）第１７条の３第１項に規定する理事長が定める率については、下記のとおり定

めましたので通知します。 

 なお、当該年度の給与の総額が前々年度の決算に計上された給与の総額に理事長が定め

る率を乗じて得た額に比べて大幅な増減が見込まれ、理事長が定める率を用いることによ

り、概算負担金の額が実態と著しく乖離してしまうおそれのある地方公共団体及び地方独

立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する

地方独立行政法人をいう。）（以下「地方公共団体等」という。）については、この率を

用いず、当該地方公共団体等について理事長が別に定める率を用いることができることと

します。この場合においては、基金支部へ申し出ることとし、基金支部にあっては、令和

６年４月１０日（水）までに本部へ協議してください。 

 また、本通知について貴支部管内の地方公共団体等に対し、必要事項を通知していただ

くとともに、理事長が別に定める率を用いる団体の早期把握に努め、適切に御助言いただ

きますようお願いいたします。 

 

記 

 

 令和６年度の概算負担金に係る理事長が定める率は、各経理単位及び職員の区分ごとに

次のとおりとする。 

 

  普通補償経理 

   義務教育学校職員          １．０２２ 

   義務教育学校職員以外の教育職員   １．０４２ 

   警察職員              １．０１５ 



 

   消防職員                            １．０１７ 

   電気・ガス・水道事業職員       １．０１７ 

   運輸事業職員                        １．０１２ 

   清掃事業職員                       ０．９９９ 

   船員                                １．０３５ 

   その他の職員                        １．０３６ 

 

  特別補償経理 

   義務教育学校職員          １．０２４ 

   義務教育学校職員以外の教育職員   １．０１３ 

   警察職員              １．０１６ 

   消防職員                            １．０１８ 

   電気・ガス・水道事業職員      １．００７ 

   運輸事業職員                        １．０１１ 

   清掃事業職員                        １．０１１ 

   船員                                ０．９６９ 

   その他の職員                        １．０４８ 

 

  ただし、これらの率により難い場合には、理事長が別に定める率とすることができる。 



　　　　　　支部

●●市 ●●職員 ０．ＸＸＸ ・令和４年度決算額　　　　　　　　　　　aaa,aaa,aaa円　…Ａ

・令和４年度決算額（独法分除き）　　　　bbb,bbb,bbb円　…Ｂ

・協議する率　:　理事長の定める率×Ｂ／Ａ　≒　０．ＸＸＸ

※団体等から提出された書類の写しを添付すること。

※和暦表記とすること。

…の独立行政法人化に伴い職
員数が減少し、給与の総額に
大幅な減少が見込まれるた
め。

　　　　年度概算負担金に係る理事長が定める率の変更

団体等名
職種区分
（部局名）

協議する率 変更を協議する理由 協議する率の算出根拠

記載例①

＜考え方＞

①現 状 ： 令和６年度概算負担金額 ＝ 令和４年度決算額 × 負担金率 × 理事長が定める率（２か年度の差の調整）

②目指す姿 ： 令和６年度概算負担金額 ＝ 令和４年度決算額（独法分除き） × 負担金率 × 理事長が定める率（同上）

①を、②と同様の結果とするために、「理事長が定める率」の変更を協議。

令和４年度決算額（独法分除き）
令和６年度概算負担金額 ＝ 令和４年度決算額 × 負担金率 × 理事長が定める率 ×

令和４年度決算額

協議する率
Ｒ０１決算額 × 負担金率 × 理事長が定める率



　　　　　　支部

●●市 ●●職員 １．ＸＸＸ ・令和４年度決算額　　　　aaa,aaa,aaa円　…Ａ

・令和６年度予算額　　　　bbb,bbb,bbb円　…Ｂ

・協議する率　：　Ｂ／Ａ　≒　１．ＸＸＸ

※団体等から提出された書類の写しを添付すること。

※和暦表記とすること。

…に伴い職員数が増加し、給
与の総額に大幅な増加が見込
まれるため。

　　　　年度概算負担金に係る理事長が定める率の変更

団体等名
職種区分
（部局名）

変更を協議する理由協議する率 協議する率の算出根拠

記載例②

＜考え方＞

①現 状 ： 令和６年度概算負担金額 ＝ 令和４年度決算額 × 負担金率 × 理事長が定める率（２か年度の差の調整）

②目指す姿 ： 令和６年度概算負担金額 ＝ 令和６年度予算額 × 負担金率

①を、②と同様の結果とするために、「理事長が定める率」の変更を協議。

令和６年度予算額

令和６年度概算負担金額 ＝ 令和４年度決算額 × 負担金率 ×

令和４年度決算額

協議する率
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